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別紙

生産環境総合対策事業実施要領（平成22年４月１日付け21生産第10204号生産局長通知）の新旧対照表

改 正 後 現 行

（別紙） （別紙）

生産環境総合対策事業実施要領 生産環境総合対策事業実施要領

（略） （略）

第１ 農業生産地球温暖化対策事業：別記１ 第１ 農業生産地球温暖化対策事業：別記１

１ 地球温暖化防止策 １ 地球温暖化防止策

（１） （略） （１） （略）

（２）施設園芸の温室効果ガス排出削減対策 （２）施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策

（削る。） ア 施設園芸省エネルギー設備リース支援事業（地区推進事業）

ア （略） イ （略）

（削る。） ウ バイオディーゼル燃料普及・調査事業（全国推進事業）

（削る。） エ 農業機械省エネルギー性能評価方法確立事業（全国推進事業）

イ （略） オ （略）

（削る。） カ 省エネルギー資材・設備等格付事業（全国推進事業）

２ （略） ２ (略）

第２ （略） 第２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

附 則 附 則

（略） １ この通知は、平成22年４月１日から施行する。

２ 農業生産地球温暖化総合対策事業実施要領（平成20年４月１日付け19生産第9735号生産局長通知）、有機農業

総合支援対策実施要領（平成20年３月31日付け19生産第9837号生産局長通知）及び施肥体系緊急転換対策事業実

施要領（平成21年４月１日付け20生産第9626号生産局長通知）は廃止する。

３ ２により廃止した事業実施要領に基づき平成21年度までに実施された事業の実施状況の報告及び評価について

は、なお従前の例によるものとする。

附 則 （新設）

１ この通知は、平成23年４月１日から施行する。

２ 平成22年度までに実施された事業については、なお従前の例によるものとする。
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生産環境総合対策事業実施要領 別記３（平成22年４月１日付け21生産第10204号生産局長通知）の新旧対照表

改 正 後 現 行

（別記３）農業生産環境対策事業 （別記３）農業生産環境対策事業

第１ 事業内容 第１ 事業内容

農業生産環境対策事業（以下「生産環境対策事業」という。）の内容は、次に掲げるとおりとする。 農業生産環境対策事業（以下「生産環境対策事業」という。）の内容は、次に掲げるとおりとする。

１ 全国調査及び指導体制等強化対策 １ 全国調査及び指導体制等強化対策

（１） （略） （１） （略）

（２）効率的施肥に係る技術情報等の収集・提供事業（全国推進事業） （２）効率的施肥に係る技術情報等の収集・提供事業（全国推進事業）

肥料コストの低減に資する新たに開発・実用化された施肥技術や肥料等の情報を農業者に周知・普及させる 肥料コストの低減に資する新たに開発・実用化された技術や肥料等の情報を農業者に周知・普及させるため、

ため、次に掲げる取組を行うものとする。 次に掲げる取組を行うものとする。

ア （略） ア （略）

イ 技術情報等の分析・整理のための専門家会議の開催 イ 技術情報等の分析・整理等のための専門家会議の開催

ウ （略） ウ （略）

（３） （略） （３） （略）

（４）エコファーマーネットワーク整備事業（全国推進事業） （４）エコファーマーネットワーク整備事業（全国推進事業）

エコファーマーの全国ネットワークの拡大を図り、環境保全型農業に関する情報の共有と技術の向上を図る エコファーマーの全国ネットワークを立ち上げ、環境保全型農業に関する情報の共有と技術の向上を図ると

とともに、エコファーマーに対する消費者及び流通関係者等の理解と関心を増進させ、環境保全型農業により ともに、エコファーマーに対する消費者及び流通関係者等の理解と関心を増進させ、環境保全型農業により生

生産された農産物の消費行動により環境保全に貢献するという意識の醸成を図るため、次に掲げる取組を行う 産された農産物の消費行動により環境保全に貢献するという意識の醸成を図るため、次に掲げる取組を行うも

ものとする。 のとする。

ア ネットワークの拡大の実行計画の作成及び評価等を行うための企画検討委員会の開催 ア ネットワーク化のための実行計画の作成及び評価等を行うための企画検討委員会の開催

イ ネットワークの拡大に向けた地域別説明会の開催 イ ネットワーク化に向けた地域別説明会の開催

（削る。） ウ エコファーマーの全国ネットワークの立ち上げ

ウ （略） エ （略）

エ （略） オ （略）

オ （略） カ （略）

カ （略） キ （略）

（５）施肥指導体制強化事業（地区推進事業） （５）施肥指導体制強化事業（地区推進事業）

都道府県と地域の施肥指導に関わる関係者（都道府県庁又はその出先機関、ＪＡ、肥料販売店等）が連携し 地域の施肥指導に関わる関係者（県農試、普及指導センター、ＪＡ、肥料販売店等）が連携した施肥指導の

た施肥指導の体制を整備強化するため、次に掲げる取組を行うものとする。 体制を整備強化するため、次に掲げる取組を行うものとする。

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 施肥指導に資する調査及び情報収集 （新設）

オ （略） エ （略）

（６） （略） （６） （略）

２ 地域支援対策 ２ 地域支援対策

（１）土壌診断実施体制強化事業（地区推進事業） （１）土壌診断実施体制強化事業（地区推進事業）

（略） （略）

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 土壌診断に係る研修会の開催 （新設）

エ （略） ウ （略）

３ 広域支援対策 ３ 広域支援対策

（１）地域有機資源肥料化推進事業（地区推進事業） （１）地域有機資源肥料化推進事業（地区推進事業）

（略） （略）

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ その他この事業の目的を達成するために必要な取組 （新設）



- 17 -

第２ 事業実施主体 第２ 事業実施主体

１～３ （略） １～３ （略）

４ 要綱別表第３の事業実施主体欄の１の（８）の民間団体とは、民間企業とする。また、２の（１）の民間団体 ４ 要綱別表第３の事業実施主体欄の１の（８）及び同欄２の（１）の民間団体とは、国又は地方公共団体以外の

とは、民間企業、特定非営利活動法人、独立行政法人、特例民法法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社 法人。

団法人・公益財団法人とする。

ただし、事業種類欄の１の（１）、（３）から（４）及び（６）の事業については、民間企業、独立行政法人

及び特定非営利活動法人とする。

５・６ （略） ５・６ （略）

第３ 採択要件 第３ 採択要件

１ （略） １ （略）

２ 目標年度 ２ 目標年度

要綱第４の１の目標年度は、次に掲げる年度とする。 要綱第４の１の目標年度は、次に掲げる年度とする。

（１）地域有機資源肥料化推進事業にあっては、事業実施年度の翌年度 （１）減肥基準策定に向けたデータ収集事業及び地域有機資源肥料化推進事業にあっては、事業実施年度の翌年度

（２） （略） （２） （略）

３～４ （略） ３～４ （略）

第４ 事業実施手続 第４ 事業実施手続

１ 事業実施計画の提出及び承認 １ 事業実施計画の提出及び承認

（１）事業実施主体は、要綱第６の１に基づき、事業実施計画を、別記様式第３－１号により、全国推進事業にあ （１）事業実施主体は、要綱第６の１に基づき、事業実施計画を、地方農政事務所を経由し（地方農政事務所が存

っては生産局長、地区推進事業にあっては地方農政事務所を経由し（地方農政事務所が存在しない府県にあっ 在しない府県にあっては直接）、地方農政局長等（北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄

ては直接）、地方農政局長等（北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長（以下 総合事務局長（以下「沖縄総合事務局長」という。）をいう。以下同じ。）に提出し、その承認を受けるものと

「沖縄総合事務局長」）という。）に提出し、その承認を受けるものとする。 する。

（中略） （中略）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

２ 事業の着手 ２ 事業の着手

（１）事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第６条 （１）事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第６条の

の第１項に基づく交付の決定（以下、「交付決定」という。）後に着手するものとする。 第１項に基づく交付決定後に着手するものとする。

（２）事業実施主体は、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、交付決定前に着手する （２）事業実施主体は、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、交付決定前に着手する

場合にあっては、あらかじめ、地方農政局長等（全国推進事業及び北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっ 場合にあっては、あらかじめ、地方農政局長等の指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届を

ては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。）の指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届を別 別記様式第３－１号により地方農政局長等に届け出るものとする。

記様式第３－２号により地方農政局長等に届け出るものとする。

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

３ （略） ３ （略）

第５ （略） 第５ （略）

第６ 事業実施状況の報告 第６ 事業実施状況の報告

事業実施主体は、要綱第８の１に基づき、事業の実施状況を別記様式第３－３号により、事業実施年度の翌年 事業実施主体は、要綱第８の１に基づき、事業の実施状況を別記様式第３－２号により、事業実施年度の翌年

度の５月末日までに、地方農政局長等に報告するものとする。 度の５月末日までに、地方農政局長等に報告するものとする。

第７ 事業の評価 第７ 事業の評価

１ 事業実施主体による評価 １ 事業実施主体による評価

事業実施主体は、要綱第９の１の規定に基づき自ら行った評価結果を、別記様式第３－４号によりとりまとめ、 事業実施主体は、要綱第９の１の規定に基づき自ら行った評価結果を、別記様式第３－３号によりとりまとめ、

次に掲げる期限までに、地方農政局長等に報告するものとする。 次に掲げる期限までに、地方農政局長等に報告するものとする。

（１）地域有機資源肥料化推進事業にあっては、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度、その翌年度の５月 （１）減肥基準策定に向けたデータ収集事業及び地域有機資源肥料化推進事業にあっては、事業実施年度から目標

末日まで 年度までの間、毎年度、その翌年度の５月末日まで

（２） （略） （２） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）
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第８ （略） 第８ （略）

別表第１（第３の１関係） 農業生産環境対策事業の成果目標基準 別表第１（第３の１関係） 農業生産環境対策事業の成果目標基準

事業名 成果目標 成果目標の基準 事業名 成果目標 成果目標の基準

輸入原料安定確保調査 （略） （略） 輸入原料安定確保調査 （略） （略）

等事業 等事業

効率的施肥に係る技術 （略） （略） 効率的施肥に係る技術 （略） （略）

情報等の収集・提供事 情報等の収集・提供事

業 業

減肥基準策定に向けた （略） （略） 減肥基準策定に向けた （略） （略）

データ収集事業 データ収集事業

エコファーマーネット エコファーマーの全国ネットワークの拡 全国の９割以上の都道府県からの加入者がある エコファーマーネット エコファーマーの全国ネットワーク 全国の８割以上の都道府県からの加入者がある全

ワーク整備事業 大・強化 全国ネットワークの構築 ワーク整備事業 の構築 国ネットワークの構築

施肥指導体制強化事業 （略） （略） 施肥指導体制強化事業 （略） （略）

全国指導者育成研修事 （略） 研修受講者数が30名以上、かつ、10県以上の地 全国指導者育成研修事 （略） 研修受講者数が20名以上、かつ、５県以上の地域

業 域からの参加 業 からの参加

土壌診断実施体制強化 （略） （略） 土壌診断実施体制強化 （略） （略）

事業 事業

地域有機資源肥料化推 （略） （略） 地域有機資源肥料化推 （略） （略）

進事業 進事業

別表第２（第５の３関係） 生産環境対策事業の支出対象費目 別表第２（第５の３関係） 生産環境対策事業の支出対象費目

（表略） （表略）

上記の経費であっても以下の場合にあっては、補助対象経費として認めないものとする。 上記の経費であっても以下の場合にあっては、補助対象経費として認めないものとする。

１． （略） １． (略）

（削る） ２．支払いが翌年度となるもの。

２． （略） ３． （略）
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（新設）

別記様式第３－２号（別記３の第４の２の（２）関係） 別記様式第３－１号（別記３の第４の２の（２）関係）

（略） （略）

別記様式第３－３号（別記３の第６関係） 別記様式第３－２号（別記３の第６関係）

（略） （略）

別記様式第３－４号（別記３の第７の１関係） 別記様式第３－３号（別記３の第７の１関係）

（略） （略）

別記様式第３－１号（別記３の第４の１の（１）関係）

番　　　号
年　月　日

○○農政局長　殿
（地区推進事業にあっては地方農政局長等、全国推進事業にあっては生産局長）

事業実施主体名
代表者氏名　　                 印

　　

（注）関係書類として、生産局長が別に定める公募要領の事業実施計画書を添付すること。

　平成○○年度農業生産環境対策事業の実施計画の（変更）承認申請について
(事業名)

　生産環境総合対策事業実施要綱（平成　　年　　月　　日付け　　生産第
号農林水産事務次官依命通知）第６の１に基づき、関係書類を添えて（変更）承
認申請する。


